
３．  勤務時間に関する権利
（1）    勤 務 時 間

　私たちの勤務時間は、大きくは労働基準法の適用のもと、その最低

基準をみたすものとして大分県が独自に制定する「学校職員の休日休

暇及び勤務時間等に関する条例」ならびに「施行規則」によって規定

されています。

１．１週間の勤務時間は38時間45分とする。

２．土曜日、日曜日は勤務を割り振らない日（週休日）とする。

３．月曜日から金曜日までの５日間に１日につき７時間45分を割

　 り振る。

　勤務時間が割り振られた日のことを「勤務日」、割り振られていない

日のことを「週休日」と言います。

（2）    週休日および休日の勤務
　週休日や休日には勤務を命ずることができないことになっています

が、やむを得ず命ずる場合は、「週休日を他の日へ振り替える」か、

または「代休日」を与えなければなりません。

（3）    休憩時間
　休憩時間は労基法第34条第１項と条例第15条の２において次のよう

に規定されています。

　各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令並

びにこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のと

れた育成を目指し、生徒の心身の発達の段階や特性等、課程や学

科の特色及び学校や地域の実態を十分考慮して、適切な教育課程

を編成するものとし、これらに掲げる目標を達成するよう教育を

行うものとする。

　ある研修を、①勤務そのものとして行わせるか、②勤務に有益なも

のとして行わせるか、③勤務時間外を利用させるか、の判断は服務監

督権者である校長の裁量権であって、いわゆる自宅研修権（職専免研
修権）もその１つと言えます。ここ最近、自宅での研修は認められて

いないかのような発言をする校長が増えていますが、これは明らかな

誤りです。

　今、私たちに求められているのは、研修内容の充実とその説明責任

であって、それらをクリアーした上で積極的な研修権の行使を行うこ

とは極めて重要な意味をもっています。

（3）    教育課程の編成権
　「日の丸・君が代」の強制と関連して、「学習指導要領には法的拘

束力がある」という見解を、教育委員会や管理職の間でしばしば耳に

します。しかし、第116臨時国会（1989.9.28〜12.6）での質疑を通し

て、日政連議員が以下のような政府答弁を引き出しています。

　　 教育公務員特例法

第22条（研修の機会）

　教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

２　教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤

　務場所を離れて研修を行うことができる。

３　教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のまま

　で、長期にわたる研修を受けることができる。

第116臨時国会で引き出した政府答弁

①学習指導要領は、あくまで大綱的基準であり、地域や児童・生

徒の実態に応じて創意工夫できる。

②学習指導要領の法的拘束力という言葉は使いたくない、学習指

導要領は本来弾力的である。

③「日の丸」「君が代」について、処分をふりかざしての指導は

考えていない。

④今日の教育の荒廃状況は、教育制度とその運用の画一性、硬直

性にも原因がある。

　また、教育課程の編成権が学校、すなわち教職員集団にあること

は、学習指導要領の「総則」第１款高等学校教育の基本と教育課程の

役割の中で次のように示されており、その編成権が「各学校」にある

ことが明記されています。
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　1995年９月の定例県議会で「学校職員の休日休暇及び勤務時間等に

関する条例」が一部改正され、祝日法による休日や年末年始の休日に

休日勤務を命ずることが可能とする「休日代休制度」が設けられまし

た。

　また、2019年12月に給特法が改正され、①教員の勤務時間に関する

上限規制（超勤の目安を月45時間、年360時間以内とする）を法制

化、②各自治体の条例改正で、労基法の変形労働時間制を適用した

「休日のまとめ取り」を可能とする、こととなりました。大分県でも

条例改正によって、①の上限規制は2020年度から、②変形労働時間制

は2021年度から適用されることになりましたが、②変形労働時間制の

実際の運用については、県教委と両教組（高教組・県教組）との協議

を経ることを確認しており、2022年度時点でも協議中です。給特法改

正は、教育職員には超勤手当を支給しないという原則を変更するもの

ではないため、実質的な私たちの勤務実態の改善に資するものとはな

っていません。学校現場の超勤縮減については、給特法の廃止、ある

いは抜本的改正が必要な状況です。

　　教育長通達　1971

　原則として時間外勤務を命じない。但し、やむを得ず時間外勤

務を行う場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊

急やむを得ない必要があるときに限るものとする。

１． 生徒の実習に関する業務  ２． 学校行事に関する業務
３． 職員会議に関する業務　  ４． 非常災害等やむを得ない場合の業務
　校長が超過勤務を命ずる場合は、学校の運営が円滑に行われる

よう関係職員の繁忙の度合い健康状況等を勘案し、その意向を十

分尊重するため関係教職員と協議するよう指導する。

４．  休暇に関する権利
（1）    有給休暇
　　①　年次有給休暇（年休）

　労基法は第 39 条の中で「労働者に有給休暇を与えなければなら

ない」とし、それを使用者の責務として定めています。これを年次
有給休暇と呼んでいますが、勤務条例では次のように定められて

います。

（4）    時間外労働と給特法
　戦後、新たな学制がスタートしました。文部省（当時）は、「教員

の賃金は、その勤務の特殊性から、１週48時間以上勤務するものとし

て、一般公務員より一割程度高くした」ことから、教員には超勤手当

を支給しないが、超過勤務も命じないとして、全国的に教育職員の無

定量な超勤を放置していました。1960年代後半に、各県の教職員組合

が残業代の支給を求める訴訟を起こし、超勤支給を命ずる判決も出さ

れる状況となり、1971年５月に「給特法（国立及び公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法）」が成立しました。

給特法の基本方針は、①教員の勤務について、勤務時間内外を区別せ

ず、包括的に再評価する教職調整額を支給し、超過勤務手当制度を適

用しない。②教員には、限定４項目（生徒の実習・学校行事・職員会

議・非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合

等）以外に超勤はない。なお①の考え方を適用し、限定４項目にかか

る超勤についても手当は支給しない。というものです。

　大分県でも、教員に無定量な勤務が強いられることがないよう、下

記の通り教育長から通達させました。

　　労基法第34条第１項

　使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少なくと

も45分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩

時間を労働時間の途中に与えなければならない。

（休憩時間は勤務時間に含まれないので場所に拘束されず自由に

行使できる）

　　条例第15条の２

　任命権者は、一日の勤務時間が６時間を超える場合においては

少なくとも45分、８時間を超える場合においては少なくとも１時

間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならな

い。
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　1995年９月の定例県議会で「学校職員の休日休暇及び勤務時間等に

関する条例」が一部改正され、祝日法による休日や年末年始の休日に

休日勤務を命ずることが可能とする「休日代休制度」が設けられまし

た。

　また、2019年12月に給特法が改正され、①教員の勤務時間に関する

上限規制（超勤の目安を月45時間、年360時間以内とする）を法制

化、②各自治体の条例改正で、労基法の変形労働時間制を適用した

「休日のまとめ取り」を可能とする、こととなりました。大分県でも

条例改正によって、①の上限規制は2020年度から、②変形労働時間制

は2021年度から適用されることになりましたが、②変形労働時間制の

実際の運用については、県教委と両教組（高教組・県教組）との協議

を経ることを確認しており、2022年度時点でも協議中です。給特法改

正は、教育職員には超勤手当を支給しないという原則を変更するもの

ではないため、実質的な私たちの勤務実態の改善に資するものとはな

っていません。学校現場の超勤縮減については、給特法の廃止、ある

いは抜本的改正が必要な状況です。

　　教育長通達　1971

　原則として時間外勤務を命じない。但し、やむを得ず時間外勤

務を行う場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊

急やむを得ない必要があるときに限るものとする。

１． 生徒の実習に関する業務  ２． 学校行事に関する業務
３． 職員会議に関する業務　  ４． 非常災害等やむを得ない場合の業務
　校長が超過勤務を命ずる場合は、学校の運営が円滑に行われる

よう関係職員の繁忙の度合い健康状況等を勘案し、その意向を十

分尊重するため関係教職員と協議するよう指導する。

４．  休暇に関する権利
（1）    有給休暇
　　①　年次有給休暇（年休）

　労基法は第 39 条の中で「労働者に有給休暇を与えなければなら

ない」とし、それを使用者の責務として定めています。これを年次
有給休暇と呼んでいますが、勤務条例では次のように定められて

います。

（4）    時間外労働と給特法
　戦後、新たな学制がスタートしました。文部省（当時）は、「教員

の賃金は、その勤務の特殊性から、１週48時間以上勤務するものとし

て、一般公務員より一割程度高くした」ことから、教員には超勤手当

を支給しないが、超過勤務も命じないとして、全国的に教育職員の無

定量な超勤を放置していました。1960年代後半に、各県の教職員組合

が残業代の支給を求める訴訟を起こし、超勤支給を命ずる判決も出さ

れる状況となり、1971年５月に「給特法（国立及び公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法）」が成立しました。

給特法の基本方針は、①教員の勤務について、勤務時間内外を区別せ

ず、包括的に再評価する教職調整額を支給し、超過勤務手当制度を適

用しない。②教員には、限定４項目（生徒の実習・学校行事・職員会

議・非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合

等）以外に超勤はない。なお①の考え方を適用し、限定４項目にかか

る超勤についても手当は支給しない。というものです。

　大分県でも、教員に無定量な勤務が強いられることがないよう、下

記の通り教育長から通達させました。

　　労基法第34条第１項

　使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少なくと

も45分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩

時間を労働時間の途中に与えなければならない。

（休憩時間は勤務時間に含まれないので場所に拘束されず自由に

行使できる）

　　条例第15条の２

　任命権者は、一日の勤務時間が６時間を超える場合においては

少なくとも45分、８時間を超える場合においては少なくとも１時

間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならな

い。
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